
令和４年第２回清瀬市農業委員会会議録 

 

令和４年２月１７日午前９時３０分から午前１０時００分、清瀬市コミュ

ニティプラザひまわり会議室において、清瀬市農業委員会を開催した。 

 

１ 出席委員 会   長 第９番 松村 俊夫 

 会長職務代理 第３番 小寺 正明 

 第 １ 番 村野 和博 第 ２ 番 西川 幸広 

 第 ４ 番 齊藤 正樹 第 ５ 番 金子 住晴 

 第 ６ 番 並木  浩 第 ７ 番 石井 啓介 

 第 ８ 番 増田  武 第１０番 内野 悦二 

 第１１番 横山 眞一 第１２番 村野 正明 

 第１３番 後藤 由美子 第１４番 金子 廣明 

 

２ 議長    松村 俊夫(会長) 

 

３ 書記    木村広昇・中野正明 

 

４ 付議事項（１）相続税納税猶予制度に関する「適格者証明願」について 

（２）相続税納税猶予制度に基づく「引き続き農業経営を行っ

ている旨の証明願」 

（３）「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明 

願」について 

      （４）農地法に基づく許可について〔３条関係〕 

（５）農地法に基づく届出について〔４条・５条関係〕 

（６）その他 

 

議 長   皆さん定刻になりましたので、令和４年清瀬市第２回の農業委

員会を始めたいと思います。 

本日は、委員１４名中１４名の出席となっております。会議規

則第６条の規定により過半数を満たしておりますので、本日の

総会は成立いたします。会議を開催するにあたり議事録署名委

員を指名させていただきます。第１４番の金子廣明委員、第１

番の村野和博委員となっております。よろしくお願いいたしま

す。 

議案第１号 相続税納税猶予に関する適格者証明願を議題とさ

せていただきます。事務局より、議案の朗読と説明をお願いし

たいと思います。 

 

事務局   はい。議案第１号 相続税納税猶予制度に関する適格者証明願



の説明をいたします。農地を相続した場合、農業経営の継続の

支援をするため、税務署で相続税納税猶予制度を申し込む際に

必要となる証明書です。申請者の住所氏名等は省略させていた

だきます。 

１件目 土地の表示 中里一丁目１６７２番１、地目 畑、地

積 １２８０㎡、他５筆、合計５７３９㎡のうち５７３８㎡。

以上でございます。 

 

議 長   只今、事務局で朗読説明がございました。増田委員と村野正明

委員より、説明をお願いします。 

 

増田委員   ２月９日村野委員と事務局の中野さんと申請者の息子さんとＪ

Ａとで現地確認いたしました。どの畑も綺麗に管理されており

ました。畑の中に電柱が１本ありましたのでその部分を除いて

あります。その他は問題ないと思います。 

 

村野正明委員   増田委員と同意見です。どの畑も綺麗でしたので問題ないと思

われます。  

 

議 長   どうでしょうか。ご異議はありますでしょうか。 

 

委 員   異議なし。 

 

議 長   それでは承認させていただきます。 

      議案第２号 相続税納税猶予制度に基づく、「引き続き農業経

営を行っている旨の証明願」を議題とさせていただきます。事

務局より、まず１件目の議案の朗読と説明をお願いしたいと思

います。 

 

事務局   はい。こちらは相続税納税猶予制度を適用された方が、３年ご

との報告を税務署に行う際に必要な書類になっております。申

請者の住所氏名等は省略させていただきます。 

１件目 申請年月日 令和４年１月３１日、申請回数 1回目。

以上でございます。 

 

議 長   只今、事務局で朗読説明がございました。担当地区の委員さん

が現地を確認しておりますので、報告をお願いします。１件

目、並木委員よりお願いいたします。 

 

並木委員   ２月３日事務局の中野さんと現地調査をいたしました。適切に



耕作されており、特に問題はありません。 

 

議 長   只今担当委員より説明がございました。各委員何か質問はあり

ますでしょうか。 

 

委 員   異議なし。 

 

議 長   それでは、２件目の議題に入る前に、農業委員会会議規則第１

０条、委員会の委員は自己または同居の親族、もしくはその配

偶者の事項については、その議事に参与することができないと

いうことになっておりますので、横山委員はしばらくの間、退

出をお願いします。 

       

～横山委員退出～ 

 

   それでは、事務局で朗読お願いします。 

 

事務局   はい、２件目 申請年月日 令和４年２月４日、申請回数２回

目。以上でございます。 

 

議 長   只今、事務局で朗読説明がございました。小寺職務代理が現地

を確認しておりますので、報告をお願いします。 

 

職務代理   ２月８日に事務局の中野さんと現地確認をいたしました。非常

に農業に熱心な方でして、畑もしっかり耕作されておりました

ので全く問題ありません。以上で報告を終わります。 

 

議 長   只今担当委員より説明がございました。各委員何か質問はあり

ますでしょうか。 

 

委 員   異議なし。 

 

議 長   それでは、横山委員の入室を許可します。 

 

～横山委員入室～ 

 

   議案第３号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証

明願」を議題とさせていただきます。事務局より説明をお願い

いたします。 

 



事務局   はい。こちらは、生産緑地の買取り申出を行う場合、こちらの

証明書が必要になります。それでは読み上げさせていただきま

す。届出者の住所氏名等は省略させていただきます。 

１件目 土地の表示 中里一丁目１６７２番３、地目 畑、 

地積 １６㎡ 他１筆 合計１５３３㎡、買取申出事由 死亡

のため。 

 

議 長   こちら、死亡でございます。何か質問はございますか。 

 

委 員   異議なし。 

 

議 長   それでは、承認させていただきます。   

議案第４号、「農地法第３条の規定による許可申請」について

を議題とさせていただきます。３条の許可申請の説明を事務局

より、お願いします。 

 

事務局   はい、それでは農地法第３条の規定による農地の権利移動に関

する許可申請を朗読させていただきます。申請者の住所氏名等

は省略させていただきます。受付期間は１月１２日から２月１

０日までとなっております。 

      １件目、上清戸一丁目４４９番３、地目 畑、地積 １２８

㎡、目的 畑作業の効率化。 

      ２件目、上清戸一丁目４４９番４、地目 畑、地積 １２８

㎡。目的 畑作業の効率化。以上でございます。 

 

議 長   ただいま事務局より説明がございました。現地調査に行った横

山委員、齊藤委員より説明をお願いいたします。 

 

横山委員   ２月１４日事務局の中野さんと齊藤委員で現地調査に行きまし

た。1・２件目の両者２名と代理人が同席いたしました。 

こちら２件の申請は家も隣同士のため、話し合いで耕作しやす

いように同じ面積での畑の等価交換という事だそうです。現地

確認した所、測量士も入り、分筆されて境界石も入っておりま

した。耕運や作付けしやすいようにという所がそれぞれの現地

で見受けられました。 

１件目は出荷作業場に収穫された人参が大量にありました。こ

の方は新座市にも多くの農地を所有されておりまして、合わせ

ると５０アール以上所有されております。現地調査後、新座市

にある畑も見ましたが、そちらも綺麗に耕作されておりまし

た。 



２件目は篤農家で市内に５０アール以上所有されております。

以前は花主体でしたが、後継者が引き継ぎ、今は農地で野菜の

生産をしていますので問題ないと思います。 

両方とも面積要件も全部耕作要件も満たしていました。 

 

齊藤委員   横山委員と同様です。双方とも一生懸命に畑やっておられます

し、等価交換という事で、問題ないと思います。 

 

議 長   質問はありますでしょうか。 

 

委 員   異議なし。 

 

議 長   それでは許可させていただきます。 

議案第５号、農地法に基づく届出「４条・５条関係」について

を議題とさせていただきます。農地法第４条の専決処理報告の

議題に入る前に、農業委員会会議規則第１０条、委員会の委員

は自己または同居の親族、もしくはその配偶者の事項について

は、その議事に参与することができないということになってお

りますので、増田委員はしばらくの間、退出をお願いします。 

       

～増田委員退出～ 

 
議 長   それでは、事務局お願いします。 

 

事務局   はい、それでは農地法第４条第１項第８号の規定による自己に

よる農地転用の届出、専決処理報告をさせていただきます。申請

者の住所氏名等は省略させて頂きます。１月１２日から２月１

０日までの受付分となっております。 

１件目、土地の表示 中里五丁目６０６番１、地目 畑、 

地積 ２０３３の内１５０４．９９㎡、 

転用の目的 清瀬市役所の臨時駐車場として（一時転用）、 

１月２５日受付、１月２８日処理、 

一時転用期間 令和４年４月１日から令和４年９月３０日まで。 

２件目、土地の表示 中里五丁目６０７番１、地目 畑、 

地積 １４０１の内８４３．０１㎡、 

転用の目的 清瀬市役所の臨時駐車場として（一時転用）、 

１月２５日受付、１月２８日処理、 

一時転用期間 令和４年４月１日から令和４年９月３０日まで。 

以上でございます。 



議 長   各委員、何か質問はございますか。 

 

委 員   異議なし。 

 

議 長   それでは、増田委員の入室を許可します。 

 

～増田委員入室～ 

 

   以上が４条の報告です。 

   続きまして、農地法第５条の専決処理報告を事務局よりお願い

します。 

 

事務局 はい、農地法第５条第１項第７号の規定による権利移動を伴う

農地転用の届出、専決処理報告をさせていただきます。申請者の

住所氏名等は省略させていただきます。 

１月１２日から２月１０日までの受付分となっております。  

１件目、土地の表示 中里三丁目９０３番３、地目 畑、 

地積 １２１㎡、転用の目的 住宅建築、１月１３日受付、 

１月１８日処理。 

２件目、土地の表示 中清戸五丁目８３番４２１、地目 畑、 

地積 １３７０㎡、転用の目的 戸建住宅建築、１月３１日受

付、２月３日処理。以上でございます。 

 

議 長   各委員は何か質問はございますか。 

 

委 員   １件目、２件目異議なし。 

 

議 長   以上が５条の報告です。 

議案第６号、その他を議題とさせていただきます。 

（１）生産緑地の買取申出に係る農業委員会への協力について。

事務局で朗読説明をお願いします。 

 

事務局   はい、朗読させていただきます。申請者の住所氏名等は省略さ

せていただきます。 

１件目 買取希望所在地 清瀬市中清戸三丁目４７６番２、地

目 畑、地積 １２５㎡ 他３筆、合計５００㎡。 

２件目 買取希望所在地 清瀬市野塩一丁目１５０番１、地目 

畑、地積 ２８４㎡。以上でございます。 

 

議 長   これは生産緑地の買取申し出に係る協力依頼という形でござい



ます。これは協力ですので、希望される方がいれば、事務局に

一報お願いします。 

 

（２）会議の報告について。 

①第６３回東京都農業委員会・農業者大会（中止） 

こちらは、残念ながら中止となりました。 

各受賞者の皆様に賞状及び記念品、清瀬市農業委員会からの記

念品を事務局よりお渡しいたしますのでよろしくお願いしま

す。 

      

（３）会議の日程について。 

①東京都農業会議第１３０回通常総会。 

令和４年３月１７日（木）午後１時３０分から午後２時４５

分。中野サンプラザにて、参加者は会長、事務局長です。 

 

②東京都農業委員会会長集会。 

令和４年３月１７日（木）午後２時４５分から午後３時３０

分。中野サンプラザにて、参加者は会長、事務局長です。同日

常設審議会も開催予定です。 

 

③第３回清瀬市農業委員会。 

令和４年３月２２日（火）午前９時３０分より清瀬市コミュニ

ティプラザひまわりで行われます。今回と同じ会場です。 

参加者は、農業委員、事務局です。 

以上が会議等の日程でございます。全体を通して質問等はござ

いますでしょうか。 

 

委 員   特になし。 

 

事務局   事務局もありません。 

 

議 長   特にないようですので、終了したいと思います。それでは職務

代理。 

 

職務代理   慎重審議ありがとうございます。以上をもちまして、第２回清

瀬市農業委員会閉会致します。お疲れ様でした。 

 

 

 

 



以上会議の顛末を記載し相違ないことを証する為、これを署名捺印する。 

      

       議    長      

 

  署名委員（第 14 番）   

 

  署名委員（第 1 番）   

 

 


